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月
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七
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第
九
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号

平
成
二
十
一
年
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月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

麻

生

太

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
記
録
訂
正
に
よ
り
年
金
受
給
権
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
方
に
対
す
る
訪
問
調
査
に
関
す
る
質

問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
記
録
訂
正
に
よ
り
年
金
受
給
権
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
方
に
対
す
る
訪
問
調
査
に
関
す

る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

現
在
、
社
会
保
険
事
務
所
に
お
い
て
は
、
被
保
険
者
及
び
年
金
受
給
権
者
等
か
ら
の
年
金
記
録
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ

へ
の
対
応
や
、
年
金
の
裁
定
変
更
処
理
に
係
る
事
務
等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
業
務
に
充
て
て
い
る
人

員
を
割
い
て
、
御
指
摘
の
よ
う
な
調
査
を
継
続
し
て
実
施
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
お
、
社
会
保
険
庁
と
し
て
は
、
本
来
、
年
金
の
受
給
資
格
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
年
金
を
受
給
で
き
な
い
こ
と
と

な
る
方
が
発
生
し
な
い
よ
う
、
�
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
に
よ
る
す
べ
て
の
受
給
者
又
は
被
保
険
者
御
自
身
の
加
入
履
歴
の

確
認
、
�
基
礎
年
金
番
号
で
管
理
さ
れ
て
い
な
い
社
会
保
険
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
上
の
記
録
（
以
下
「
未
統
合
記
録
」
と

い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
氏
名
及
び
生
年
月
日
と
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
上
の
記
録
に
記
載
さ
れ

て
い
る
氏
名
及
び
生
年
月
日
が
一
致
す
る
方
へ
の
未
統
合
記
録
の
お
知
ら
せ
、
�
住
所
変
更
等
に
よ
り
「
ね
ん
き
ん
特
別
便

」
が
届
い
て
い
な
い
方
に
対
す
る
住
所
変
更
手
続
の
周
知
等
の
取
組
を
順
次
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

一



御
指
摘
の
四
人
が
年
金
相
談
を
行
っ
た
際
の
詳
細
な
経
緯
等
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二


